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平成20年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）その４ 

平成20年９月９日（火） 

                                                

（午前11時１分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番９、10番 平林君。 

〔10番（平林崇行君）登壇〕 

○10番（平林崇行君）ただ今議長のお許しを

いただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 

 今日、世の中は不景気だと嘆く声が数多く

聞こえてきます。今までの方法ではやってい

けないのは理解していても変えられない。ま

た、時代の流れについていけないのが理解で

きていても何も変えられない人が仕事を失っ

ているように思われます。そして、新しいこ

とに挑戦する気持ちがない人が多く見受けら

れます。私は商売が好きです。何事でも長く

やっていると自然に好きになるものですが、

その中でも私は商売が好きです。一説による

と、「商い」の語源は「秋、行う」だというこ

とです。昔、秋になると、収穫されたお米を

中心に、各地の市で物々交換が行われていま

した。その「秋、行う」が転訛して「商う」

になったと言われています。しかし、私の「商

い」は飽きずに物事を行う「飽きない」のよ

うな気がします。好きだから飽きずにやる。

飽きずにやっていれば、商売のコツも少しず

つわかってきて自信もついてきます。あらゆ

る修行もそうですが、商売もきわめ尽くすと

いうことはありません。一段深いところに進

んだと思っても、さらにその先が待ち構えて

います。そこまでたどり着いた喜びとささや

かな自信とによって、改めて日々挑戦する気

持ちがわいてきます。 

 そして、できるだけ大きな目標を持つよう

心がけています。大きな目標を持つと、「私は

これだけの仕事をする、ところで君はどうし

てくれるのですか」とリーダーシップを持っ

た仕事ができるようになり、小さな目標しか

持たないと、「君がきちんとやってくれないか

らうまくいかないんだ」などという被害者意

識が生まれてきてしまいます。今の社会、こ

のような考え方をする人が数多く見受けられ

ます。子どものころ、私たちは新しいものを

発見したり、未経験のことに取り組んで日々

冒険の連続でした。人間は冒険心を持ったと

きは生き生きとしています。ところが、社会

に出るとミスの損害も大きくなるので、冒険

を許容しなくなる傾向が出てまいります。だ

れもがミスを負いたくなくなるのです。これ

では人に活気がなくなってしまい、他人から

は相手にされなくなってしまいます。やはり

自分の人生を他人に反映させてこそ生きがい

を感じ取ることができるのです。 

 そこで私の今回の質問ですが、新しく設置

した防災行政無線についてと、将来、橋本市

が和歌山県北部のリーダーとしてどうあるべ

きかの２点についてを質問いたします。 

 １番目、防災行政無線のこれからの利用の

方法について。①防災行政無線の建設も着々

と進み、市内にも数多くが建てられ試験放送

も始まりました。市民の皆さまの反響はいか

がですか。②市民の皆さまから利用について

いろいろな要求があると聞いていますが、ど

のようなことがありますか。また、要求につ

いてどのようにこたえていきますか。 

 ２番目、将来の合併について。橋本市は数

年前の橋本市・伊都郡の合併で、旧橋本市・

旧高野口町との新設合併を選択しました。し

かし、合併問題は国・県の指導のもとに、こ
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れからも橋本市・伊都郡の合併問題が近い将

来浮上してくると私は考えます。先月に九度

山町からの申し入れがあり、これからの対応

が重要になってきます。和歌山県北東部に位

置する橋本市・伊都郡を一つにまとめ共生す

るためにも、橋本市がリーダーシップを発揮

して地域活性を行っていかなければならない

使命があると私は考えています。近い将来浮

上してくるであろう合併問題について、どの

ように取り組み、行政、教育、医療はどのよ

うに対応していくのか。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（中上良隆君）10番 平林君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）10番 平林議員の質問

にお答えをいたします。 

 将来の合併問題についてのご質問でござい

ます。現在の橋本市は、平成18年３月１日に

旧橋本市と旧高野口町の合併により誕生し、

地方分権の進展、少子高齢化による人口減少

社会への対応、さらには厳しい財政状況の中

で、行財政改革の推進により重点的・効率的

な行政運営に取り組んでいるところでござい

ます。特に合併後２年半を迎え、新市の一体

性、公平性を確立するための新市まちづくり

に向けたさまざまな行政課題が山積している

状況であります。 

 このような状況下の中で、先月、九度山町

から合併協議の申し入れがありました。今回

の申し入れについては厳粛に受けとめ、今後

議会をはじめ、多くの各界、各層の市民の皆

さん方からご意見を伺いながら、その対応を

慎重に検討していきたいと考えております。 

 現在の本市は、まず新市まちづくりに向け

てさまざまな行政課題が山積している状況を

克服すること、また行政基盤を強化すること

がまず必要であると考えます。国の示す道州

制の方向に向け、今後、国、県の指導により

まして、近い将来、広域の市町村合併問題が

浮揚してくるものと思われます。そのときに

は行政、教育、医療をはじめ、さまざまな分

野において、地方分権による市町村の役割の

重要性、人口減少や高齢化などの社会構造の

変化への対応、厳しさを増す財政状況などの

課題を乗り越え、広域的、一体的なまちづく

りを進め、行政サービスの質を今後維持でき

る効率的な財政運営を進めることの必要性に

迫られると思っております。よって、将来、

橋本・伊都は一つとした考え方の上に立って、

橋本市が強いリーダーシップを発揮し、自主

的な市町村合併を推進しなくてはいけないと

私は考えております。 

 あと、担当参与からまた説明をいたします。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

〔総務部長（中山哲次君）登壇〕 

○総務部長（中山哲次君）それでは、続きま

して、防災無線についてのご質問にお答えを

させていただきます。 

 橋本市防災行政無線は、平成19年度におい

て設置工事が完了した55箇所の屋外拡声子局

で、今年７月７日から試験放送を開始いたし

ております。また、試験放送開始に際し、「広

報はしもと」７月号でも特集記事を掲載し、

市民の皆さんに周知いたしました。放送開始

から現在まで約２カ月が経過し、多数のご意

見をいただきましたが、その多くは「女性の

アナウンスの内容が不明瞭でわかりにくい」、

「音声とチャイムやミュージックの音が小さ

く聞こえにくい」というご意見の一方、「放送

がうるさい」とのご意見もいただいておりま

す。ただし、本年９月８日からは、今年度に

おいて設置工事が完了した25箇所の屋外拡声

子局で、また９月22日からはさらに39箇所追

加し、合計119箇所の子局で、より明確なアナ
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ウンスの試験放送がほぼ可能となります。今

後、音が聞こえるエリアも広がることで、現

在放送の聞こえにくいエリアが解消されると

考えております。また、正午と夕方のチャイ

ムは、子どもの帰宅時刻の目安となり、自治

会でも評判が良いとのご意見もいただき、市

民の皆さまの関心の高さを感じております。 

 次に、防災行政無線の利用に関する市民の

ご意見としては、行政放送や地域コミュニテ

ィ放送に関する要望が多くあります。例えば、

「地域での行事やイベント案内を放送してほ

しい」、「選挙時に投票を促す放送をすればど

うか」などのご意見をいただいております。

防災行政放送の内容につきましては、庁内運

用検討委員会を開催し運用方針を決定した後、

本格運用を開始する予定でありますので、ご

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中上良隆君）10番 平林君、再質問

ありますか。 

 10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）それでは、通告に従い

まして、１番の防災無線の今後の利用方法に

ついてですけども、まず①の「防災無線の建

設も着々と進み、市内に数多く建てられ、試

験放送も始まりました。市民の皆さまの反響

はいかがですか」ということでご説明いただ

いたんですけども、確かに自治会のほうでは

５時と12時ですか、子どもにも周知をできる

ということで、本当にそういう部分では好評

やということなんですけども、そういうこと

だけで防災無線ができたんじゃないと。防災

行政無線ですからね。ですから、私は防災に

関しては、あれはできたら使わんでいいよう

な環境があればいいなと。できたら、まあ言

うたら地震とか、今、ようゲリラ豪雨とか、

ああいうものがないような、利用がないほう

がいいとは思いますけども、やはり万が一の

ために必要不可欠やと市長の判断で設置され

たものです。議会もそれに協力していくとい

うことなんですけども、これはまた再度聞き

ますけど、確かに今、自治会の評判がいいと

いうことなんですけども、じゃ、これに最終

入札もしていくらかかったんですか、金額。

かかったというより、かかるんですか。そし

て、できたら年間の維持管理費はどれぐらい

見ているか教えていただけますか。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）年度につきまして

は、19年度、20年の２カ年の債務負担行為で

現在工事を進めておる最中でございます。 

 金額につきましては３億数千万円というこ

とで契約させていただいてございます。それ

から、維持管理につきましては、今後、保守

点検について、各市内に今現在で119箇所のア

ンテナ、スピーカーを立てておりますので、

これのメンテが定期的に必要になってまいり

ます。これについては、まだ今後とりあえず

１年間はさらでございますので、保守点検を

するかしないかも含めまして今後検討させて

いただきたいと思います。ただ、初年度は大

丈夫だと思っておるんですが、今後２年３年

経過しますと、やはり万が一の災害発生時に

故障が発生しておって使えないという状況に

なりますと非常に大変なことになりますので、

メンテはしていく必要があると考えておりま

すが、現在のところ金額についてはまだ把握

といいますか見積もりをとっておりませんの

で、ご理解賜りたいと思います。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）全然そういうことも考

えてないと。では、これの機械、電柱とかア

ンテナはほとんど問題ないと思います、スピ

ーカー系も。中の機器ですわね。これに対す

る経費と耐用年数、それを教えていただけま

すか、どれぐらいかかったのか。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 
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○総務部長（中山哲次君）すぐ調べましてご

答弁させていただきたいと思います。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）金額については、今、

他の議員からも通告外じゃないかというご指

摘がありましたので、確かに私がこの金額を

聞いたのは、市民の皆さんは反響の中で「高

い金をかけてあれしたん違うん」、「どれぐら

いお金かかってんねんやろ」、今、市民の皆さ

んは反響の一つの中にもあるんですよ。なぜ

必要かという部分もあるんですよ。だから今、

皆さん、道路、建物というのはものすごいシ

ビアなんですよ。建てるのはいいんですよ、

必要なものは。あとのいろんな費用対効果、

どれぐらいかかってどうやろなと、本当に必

要なものだろうかということは、これはもの

すごいシビアに考えてきているんですよ。だ

から私は今そういう数字を聞かせていただき

ましたけども、その辺がわかりましたら、後

でも結構ですけども。教えていただけますか、

参考に。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）大変失礼しました。

先ほどのご質問にご答弁させていただきます。 

 まず、工事費でございますけれども、３億

3,075万円ということで、平成19年度では１億

3,990万円、平成20年度で１億9,085万円とな

ってございます。維持管理費用につきまして

は、年間約1,000万円から2,000万円は必要で

ないかというふうに推測しております。それ

から耐久年数でございますが、仕様ではポー

ルで20年、子局のボックスなんですが10年、

それから操作卓で10年という仕様になってご

ざいます。よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）今、市民の皆さんがそ

ういうこともある程度知らせていただきたい

なというのはそこなんですよ。やはり市民の

声でもわからない部分があると。本当にそれ

だけのお金がかかって年間1,000万円から

2,000万円、10年後には大きな改修が入ってく

る、それだけのものを使うときに、私は少し

反響を聞くのが遅いかなと思っています。も

っと始まる前にいろんな人の反響を聞くべき

かなと思っています。 

 その中で２番に移ります。「市民の皆さまか

ら利用に対していろんな要求があると聞いて

いますが、どのようなものがありますか、ま

た要求についてどのように答えていきます

か」ということで、先ほど部長のほうから運

用検討委員会を設けて、それで検討するとい

うことなんですけども、この話はいつの話で

すかね。もう予算が通って云々で２年前には

この話が出ておったと思うんですよ。何でも

そうですけど、皆さんもそうと違いますか。

何か新しいものを購入するときに、ああ、人

が買うたから、ええからうちも購入しようか

って。お金持ちはいいですよ。先ほども橋本

市長の中で、やっぱり厳しい財政上と皆さん

に言いますわね。そんな中で新しいものを購

入するというときは、それらの計画を立て、

そしてどういうふうに利用するかというふう

なものをすべて計画を立てた上で取り組んで

いくべきじゃないですかね。私は、もうこん

なんはできとると思っていたんですよ。そし

て、いざ試験放送が始まれば、先ほど部長が

おっしゃったチャイムのアナウンスの声が何

やあれということで始まったんですけども、

皆さんに周知徹底、じゃ、この機械をどうい

うふうに使っていただくのか、行政だけが防

災のときだけに使うものなのか、防災行政無

線というのであれば、行政のいろんなことに

対して市民の皆さまに情報を流す、また先ほ

ど言うたように市民の皆さまが情報を流して

いただきたいという場合にどういうふうな活

用をするかという話し合いがあってもよかっ
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たと思うんですけども、その辺の話し合いは

何もなかったんですか。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）確かに議員ご指摘

のとおり、既に平成19年度から着工しており

ますので、その時点からということで議員ご

指摘のとおりかと思います。地域の方々の話

し合いということについてはいたしてはおり

ませんが、各区のほうへ設置しておりますの

で、各区長を通じまして地域地域の声をいた

だいておるということでございます。そうい

うことで、議員ご指摘のとおり、早急に、も

う遅れてはおるんですが、庁内内部的に検討

委員会を立ち上げまして、どういった行政放

送、どの部分まで流すのか流せないのか、そ

ういったものを各部の所管の部長なりの意見

を集約できる機会、組織を設けまして早急に

検討させていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）検討していただけると

いうことで、せっかくあるんですから、検討

するって、いつまで検討するのかなと。流し

たらどうですか、いろんなケースケースを。

だから、何でもそうですけど、物事をやって

みていろんなものが反響が来るんですよ。そ

うでしょう。チャイムが鳴った、アナウンサ

ーの声が悪い、流してから反響が来るんです

よ。今できることをもっと活用したらどうで

すか。声というのは相手に届かそうと思った

ら、やはり出さなあかんのですよ。この防災

行政無線のほうで、いろんなメッセージ、地

域のこと、いろんなことをどんどん流してい

っても、私は別に皆さんが恐れているような

ミスにはならんと思いますよ、先ほど言った

ように。だめなものはだめとして、ああいう

のは流さんほうがええで、いや、これはええ

で、そういうのをもっともっと１回の検討委

員会で受けるだけじゃなしに、ずっといろん

な要望がこれから来ると思うんです。それを

頭をやわらかくして、３億3,000万円、年間

1,000万円から2,000万円、10年後には中の機

器を変えなあかん、そういうふうな多額の経

費のかかるものを、やっぱり市民の人が、あ

れはええよって、それぐらいのお金やったら、

あれはみんなに意思疎通も図れる、いろんな

情報も入ってくる、あれを聞いているだけで

ほっとする、また何かあったんかな、情報が

入る、常にあれがただの12時、５時に流れる

んじゃなしに、先ほど言うてましたわね、う

るさいと言う人も。それはそうですよ、チャ

イムだけ鳴らされたらうるさいですよ。しか

し、チャイムの後にいろんな情報とかそうい

うものが入れば、皆さん一生懸命聞くんです

よ。だから、そういうことをもっと、即今言

われているようなことをやるお気持ち、また

いろんなことをまずやって評価をいただく、

そしてその中から考えていくという姿勢はあ

るんですか。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）当然機械の特性も

勉強する必要もございます。議員ご指摘のと

おり総合的に検討させていただきたい。その

前座といたしましては、先ほど女性の声が聞

こえにくいという苦情もありましたので、今

現在、市民安全課の職員が、細かな話でござ

いますけれども、まずこの間からは男性の声

ということで課長がチャイムの前に放送して

おります。また女性職員もおりますので、ど

の職員の声が一番通じやすいかというような

ことも含めまして、今、遅ればせながら取り

組んでおります。 

 そういうことで、きのうからなんですけれ

ども25箇所、そしてこの22日からは39箇所、

市内ほぼ全域で始まりますので、そういう議

員ご指摘の部分を検討させていただいたいと
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思います。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）ぜひとも早急に、せっ

かく置いておいてもどんどんお金がかかるん

ですからね。私は市民の人に喜んでいただけ

るような、安心できるような、そのための防

災無線になっていただきたいんで、そして、

これは防災ということなんですけども、地区

地区で使えるようにということなんですけど

も、じゃ、地区地区で使うためには、どうい

うふうにこれは要望し、どういうふうな形で

使えるのかなと。その地区というのはどうい

う形の地区なのか、少し詳しく説明願えます

か。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）この防災行政無線

につきましては、議員ご存じのとおり双方向

になっております。ですから、一斉放送は市

のほうから本部を通じまして操作盤から一斉

放送ができます。なおかつ各アンテナ、スピ

ーカーが立っておる鉄柱からも直接本部のほ

うへも会話ができる、無線で送信ができると。

なおかつ、例えばある地区地区に立っており

ます、その１本２本を通じて地域地域での個

別の放送も可能という、そういう仕組みにな

っておりまして、今後、各地域地域で区長方

にその使い方も含めまして説明に入らせてい

ただきたいというように考えております。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）個別にということなん

ですけども、そのアンテナのところから個別

にするのか、こっちのほうに来ていただいて、

スイッチを押せば１番と20番が音が鳴る、あ

とは鳴らないとか、そういうふうなことも可

能なのか、またそれで個別にするのであれば、

マイクを持つにしても何にしても、どういう

ふうな形でやるのか、その辺のところをもう

少し詳しく説明をお願いできますか。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）いろいろと細かいお尋

ねがあるわけでございますが、担当が申し上

げておるように、できるだけ一斉にやってい

く上で速やかに各関係区長に周知徹底をした

いと思うんですが、私からあえて申し上げた

いのは、和歌山県でそういう一斉放送のない

市町村は橋本市だけって私は言われまして、

これは橋本市は遅れとるんやなということで、

これは、おまはん、東の玄関口ってええ格好

する場合もありますけども、笑われたんです

よ。これで私は、高野山の山奥もかつらぎ町

も九度山町も皆昔からついとるんですよと。

ただ、デジタルという新しいのが、橋本市が

これは一番早いということですけど、拡声器

やらはもう昔からついとると。私はそういう

ことで市長になったから、これはもう負けて

おられんわという気持ちを一つ打ち出したと

いうことで、特に東南海地震等の問題も含め

て、災害、そして尋ね人の問題、これなんか

も去年で２人橋本市で行方不明の方がありま

した。これらも消防団や職員も大分出てくれ

ました、暑いときに。これがあの放送があっ

たら、もういっぺんにわかるんですよ。それ

がないから、みんなのところへ尋ね回ってね。

それで、この間からの500戸断水の問題で、茶

色い水でご飯を炊いたというおしかりも私の

ところにもありました。これらも子局という

のがあるんですよ、電柱の下に。それを区長

がぱっと直ちに「区長です。班長、緊急事態

が発生しました。班長、おる人はみんな寄っ

てください」と言ったら、いっぺんにさっと

「10分以内に寄ってください」と言ったら10

分以内に寄りますよ。そうしたら、その班が

留守のところは、「コピーしたって、これを扉

へつけてください」とね。そういう非常に大

事なこと。 
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 たくさん言いたいんですが、時間の関係で

この程度にしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）市長、ご答弁いただき

ました。当然それでしたら、なぜわざわざ運

用検討委員会などというものをつくって、こ

れから検討しますというようなことを今頃言

うんですかと私は言いたいんですよ。予算つ

いた時点でそういうことはもう言うべきでし

ょうと。だから、そういうふうな対応と、そ

して、もう一つ私は、よそについてないから

うちも欲しいというんじゃなしに、本当に必

要性がある、こういう意味の中で、今、市長

が言ったように、当然そういった水の事故と

か尋ね人どうのこうのと活用しますよ。です

から、そういうことをもっと早くから市民の

人に知らせていただいて、その利用の方法も

開けたらマイクが出るって。それは雨が降る

ときでも使えるのかどうか私はわかりません

けどね、防水になっているのか。私らは多少

はかじってますのでね、職業柄、いろんな分

野でやっぱり心配するんですよ、利用につい

て。ですから、その辺の答弁をいただいて、

市民の皆さまに、木下市長が頑張って皆さま

の安全と安心の一角としてこの防災無線をつ

けていただいたんで、こういうふうに利用で

きますよ、こういうふうに利用できますよと

いうことを私は報告したいので、今、質問さ

せていただきました。市長の説明でほぼ納得

しましたので、これから部長、要望ですけど

も、いろんな形で試験放送をして、本当に市

民の人にとってよく聞こえる、よくわかる、

そういうふうな部分を、100％のこういうふう

な利用じゃなしに120％を考えるためには、い

ろんな経験じゃないけども、経過といろんな

ものをやっていったら私はええもんができる

と思いますので、これについては要望にして

おきますので。 

 それでは、続きまして第２の将来の合併問

題につきまして。先ほど市長に答弁をいただ

きまして、市長のほうもやはりこの合併問題

については重要性を持ってこれからやってく

るであろう橋本・伊都との合併ということに

ついては前向きな考えをお持ちやということ

で、私は感銘しております。私も合併あるべ

きやと思っております。そのためには、先ほ

ど言ったように橋本市が強固なリーダーシッ

プを持ってこの地域をまとめていく、その使

命があると思っています。責任があると思っ

ています。７万人を抱える橋本市が、この地

域をよくする、橋本市がよくなるためには、

かつらぎ町、九度山町、高野山、ここらが活

性していくということは非常に大事なポイン

トやと私は思っています。 

 そこで、先ほどの市長の答弁で、今、行財

政改革に取り組んでいるということで、頑張

るんやということで答弁をいただきました。

そこで少し市長にお聞きしたいのは、今回の

説明要旨で、約26億1,000万円の赤字を計上す

れば早期健全化団体に、また約58億8,000万円

の赤字を計上すれば財政再建団体となります、

ちなみにということで打っております。この

数字を今回説明要旨に入れられてきた意図、

どういうつもりでこれは入ってきたのか、そ

してまた何をこの数字は物語っているのか、

その辺お気持ちがあれば、市長、答えていた

だきたいんですけど。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）市長にかわって私

のほうからお答えさせていただきます。 

 この財政健全化判断比率といいますのが、

全国全自治体におきまして、国の指導のもと、

この９月議会に報告、公表するということに

なっておりますので、国の方針に基づきまし

て今回提出させていただきました。 
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 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）国の言ったことだとい

うことなんですけども、では、市長にご質問

します。この数字を見て、橋本市はここ５年、

10年、20年後にしっかりとしたまちになって

いける、また行政改革を進めていっていける、

またいっている数字かどうかというのを少し

お聞きしたいんですけども。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）この合併等の問題でご

ざいますけれども、まず足元を固めて、高野

口町・橋本市が合併したので、やはりそれを

きちっと整えていくということが、経営の安

定化ということで、これは非常に大事である

と認識をしておるわけでございます。 

 私としては、将来、未来に向けてのことの

考え方というのを市長に就任してから思って

おるんですけども、まず第１に、企業誘致等

でそうした土地利用を図って、そして今はそ

れが効果はなかなか出てきにくいですね、奨

励措置がこうしておる以上は。しかし、10年

後にはもとへ戻ってくるわけでありますので、

そういう職住近接のまちづくりの中で財源確

保、そういうものをまず考えていかなければ

ならないなということと、そして、やはり開

発公社等の不良塩漬け土地が膨大にあるわけ

でございますので、これらを早期に企業誘致

をそこへすることによって、非常に市も傷口

ができてくるわけなんですが、やむを得んと、

金利をまずとめていこうと、大きな年間3,000

万円以上の、今は若干金利は下がっておるも

のの、そういうものをできるだけ減らしてい

くべきだということで健全化を維持していく。

将来には、本当に当時のそれぞれの職員なり

議会の皆さんがやはり先見性があったなと言

われるようなしっかりとしたまちを長期的な

視点に立ってつくっていくのが先決ではない

かなと。私は２年３年の目先のことはあまり

申し上げたくないんです。しかし、ほってお

くわけにいかんですね。公債費比率、財政健

全化比率、いろいろの状態もクリアしながら

堅実にやるのが確かに大事でありますけれど

も、そういう考え方を持っておるわけで、そ

うした中でやはり橋本市としてリーダーシッ

プを発揮していくべきではないかなと。その

時期は今としては私はまだ何とも言えない時

期であるということだけ承知しておいていた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）着々といろいろのこと

に取り組んでいらっしゃるのは私もわかりま

すけども、時期としてはわからないと。私は、

木下市長がやっている企業誘致にしても、そ

れは５年10年先の結果が出るという部分での

そういうふうなお答えは、木下市長がおっし

ゃることは間違いではないと思っております。

しかし、今、何をこの改革でやらなあかんと

いうのは行財政改革です。これはきょうから

やらなあかんような取り組みなんですけども、

市長も新市の市長になりまして、私は少し鈍

ってきたのかなと。というのは、高野町の町

長がこの間２選しました。彼が、僕はよく知

っておりますので、いろいろ話をしたり、高

野町のほうもよく行っていますので聞きます。

彼は、今はもう合併はしなくていいと、やっ

ていくめどがついたと。なぜめどがついたの

かということは、二百二、三十人おった職員

を150人に減らし、そして、いろんな予算もす

べてゼロベースからの見直しやと。私がよく

言うてる補助金なんて100％カットしたらえ

えんやという、そういうふうな同じような発

想で彼は進めていって、そして、必要なとこ

ろには100あったものを120でも150でもぶち
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込んでいく、要らないものにはゼロ、そうい

うふうな振り分けをして、かなり彼が就任し

たときは、一、二年は、私も行きましたけど

も、何や、あの町長はと、何を考えとるんや

というむちゃくちゃな評価でしたけども、今

回対抗馬もなし。やはり数字を出したという

ことですわ。数字はうそをつきませんからね。

経営というものを考えるんであれば数字なん

ですよ。だから、私は数字というものにもっ

と、先ほど１回目で言いましたけども、大き

な目標を持てばしっかりとしたリーダーシッ

プを発揮していただけるんですよ。だから、

この合併の問題、九度山町だけじゃなしに、

私はこの様子をかつらぎ町も見ているような

気がします。というのは、かつらぎ町がここ

数年、合併からよくなったといううわさも何

も聞いてきません。ということは、町民の皆

さんから、いや、あんなことをやられて、も

うわしらはがたがたや、どないなるんやろう

というふうな改革ができてないんですよね。

改革は不満が出てくるんですよ、必ず。しか

し、それをやり遂げて結果が出ることによっ

て、それが評価になってくるんですよ。だか

ら、多分九度山町もかつらぎ町も、いろんな

意味で橋本市の態度というのを私はこれから

見てくると思います。そのときに本当に足元

を固めるというのも大事ですけども、しっか

りと早期に足元を固めて、橋本市がリーダー

シップをとって、この地域を活性化していく

んだという使命感です、先ほど言ったように。

絶対この使命はあると私は思っています。そ

の一番の使命が橋本市長である木下市長です。

ですから、時期がいつわからないなどと言わ

ないで、やっぱり日にちを切って私は行政改

革、数字を上げて明確に取り組んでいただき

たいと思います。 

 また後で、最後に市長、お話をいただきま

すので、ほかの質問をさせていただきますの

で、ちょっと待っとってください。 

 ちなみに、今、行政のことだけでしたけど、

私は通告の分に教育という部分が入っており

ます。教育の部分をまだ何も明確なご答弁を

いただいてないので、まず教育のほうはいか

がお考えでしょうか。 

○議長（中上良隆君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）教育行政というのは、

教育基本法の趣旨にのっとりまして、教育の

機会均等と教育水準の維持向上及び地域の実

情に応じた教育の振興を図ると、そういうこ

とを基本に施策を策定し実施しなければなら

ないと、そういうふうに思っております。 

 平成18年の３月に旧高野口町と旧橋本市が

合併の際にも、このことを基本に施策を策定

しまして実施してきたところでございます。

今後におきましても、合併があるなしにかか

わらず、教育の機会均等と教育水準の維持向

上及び地域の実情に応じた教育の振興を図る

ことは教育行政の責務であると考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）今、教育長のほうから

ご答弁いただきまして、基本法に基づいたら

そうでしょうけども、橋本市にもやはり教育

長がおっしゃって、橋本市独自の教育という

ものが僕はあってええと思うんです、特に歴

史文化については。今、通り一辺倒の答えで

したけども、教育長として今もやっていると

おっしゃいました。じゃ、ほんだら、この橋

本市・伊都郡、歴史文化があって本当に大阪

に近いベッドタウンであり農業もあり、いろ

んな環境も整った中で、どういうふうな教育

で子どもを育てていきたいのか、そういうふ

うなお考えはあるでしょうか。 

○議長（中上良隆君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）九度山町、高野町、
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かつらぎ町がまず合併するせんにかかわらず、

そういう地域の文化とか、あるいは地域の環

境とかがいろいろ違うわけでございまして、

そういう地域に根差した教育をしておるわけ

でございます。それは、子どもを中心に据え

たというところでは各市町村共通しとると思

います。地域に根差した、あったかいという

んですか、地域の方々とともに橋本市らしい

子どもというんですか、「知徳体」ということ

ではなしに「徳体知」という人間を育ててい

きたいと、そういうふうに思っております。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）そういうふうに育てて

いきたいと、まあ言うたら三人称的な官僚的

な言葉を言っていただいたんですけども、私

は、教育長も子どもさんを育てて、お孫さん

もいらっしゃると思います。子どもができた

ときに、この子どもの５年10年、20歳になる

まで、やはりこの子をどういう子に育てたい

なという親心は出ると思うんですよ。私は、

そういうふうな気持ちを持って、そして、私

は橋本市の教育委員会に育てられて、橋本・

伊都郡の地域の中で、やはりその地域を自慢

していただける、誇りに思っていただけるよ

うな子どもをぜひともつくっていただきたい

んですけども、そのような取り組み、これか

らおっしゃったように合併は当然いつあるか

わかりません。合併ということを考えていく

中で、合併ありき、合併なしという部分でも

考えていっていただきたい。というのは、合

併が現実になってきたから何かしようかとあ

たふたするようなことは私はしてほしくない

んです。ですから、本当にこれから教育委員

会の皆さんが集まって、先生も含めて、この

地域の子どもたちをどうしたらええかという

ことを考えていっていただきたい。というの

は、私は寂しいのは、確かに教育についてそ

ういうふうに教育長はおっしゃっていただき

ましたけども、現実は教師の多くの子どもさ

んは私学へ行っとるんですよね。これは何％

か私はわかりませんけども、かなり多くの方

が行っています。それがいいとか悪いとか言

ってるんじゃないんです。これが現状なんで

すよね。その現状を踏まえてこういう形がい

いのか、いやいや、自分たちは頑張って、や

はりこういう分野でも教育委員会は頑張って

子どもを育てていくんやという部分の中の話

があると思います。その辺のところをご答弁

いただけますか。 

○議長（中上良隆君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）橋本市の教育委員会

は、特に学校教育だけでは人間教育はできま

せんので、生涯学習を通した地域の皆さんの

力をお借りして地域ぐるみの教育をしていき

たいと、そういうことをずっと言っておるわ

けでございます。私ども教育委員会としまし

ても、土曜日、日曜日とやっちょん踊りも踊

ったわけでございますけれども、これは私た

ちは調子もんでやっちょん踊りをしとるわけ

ではございません。私たち教育委員会として

は、机上でやるやるだけではいかんと思いま

すので、やはり行動に移すということが一番

大事やと、そういうことで、私どもは、きの

うは大変しんどかったんですけど、２日間踊

りましたので、そういうのは行動に移すこと

が大事ということで、その場でも地域の方々

の協力を得まして、すばらしい橋本市、子ど

もをつくってほしいということを言わせてい

ただいたんですけども、そういうすばらしい

子どもをつくりたいという思いで出たわけで

ございます。それが一番やっちょんで踊った

目的でございますので、そういうところは橋

本市の教育委員会、これからも頑張っていき

たいと、そのように思っております。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）一生懸命踊っている姿、
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私はきのう拝見させていただきました、教育

長がやっちょんを。私は心地よい疲れと汗や

と思います。そういうものをこれからもっと

もっと多く、そして今、教育長がおっしゃっ

たように、地域の人たちがという部分で、必

ず地域の人がそういういろんな考え、いろん

なことを言うてきたときには耳を傾け、それ

を実行していただく気持ちを持ってくださる

ということで、私はすごく今、ああ、いいこ

とを言うてくれるなと。ですから、その言葉

を裏切らないように、必ず地域の皆さんの声

には傾けてください。どうぞよろしくお願い

します。 

 続きまして医療。医療の分野に関しまして

は、今、橋本市民病院がありますわね。それ

を中心にこれからこの地域も医療的には進め

ていっていただきたいんですけども、連携、

いろんなところと今度は橋本市だけじゃなし

に、病院も合併が進んできたら医療もそうい

う部分ではいろんなバランスがあると思うん

ですよ。そしてまた今回、紀北分院ですか、

また新たに新設するということなんですけど

も、その辺のところとの連携、この医師、看

護師不足の中で、経営、運営ということも非

常に大事です。その辺の中のいろんな地域と

の連携をこれからいかに図っていくのか、ま

た、どういうふうに話し合いをして安心な医

療圏を確保できるかということ、その辺を少

しご説明願えますか。 

○議長（中上良隆君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）橋本医療圏に

つきましては、橋本市を中心として、かつら

ぎ町、九度山町、高野町も入っております。

そういう中で、平成19年３月時点の医療機関

の数でございますけれども、病院で７病院、

それから一般診療所が93となっております。

今、議員ご指摘のとおり、今後、合併にかか

わらず新築される紀北分院との病病連携が非

常に重要になってくると考えております。ま

た、地域の医療機関との病病・病診連携も現

在以上に強化を図りながら、現在の医療圏内

で補完できる、今現在６割程度補完できてお

ります。ですけれども、県外に出られておら

れる患者さん、それが24.4％ございまして、

多分大阪のほうへ出られていると。それが近

畿大学並びに南大阪医療センターのほうへ受

診されているのではなかろうかと予想してお

ります。そういうところを６割から７割程度

に上げていきたいと思っております。そのた

めにも、病病・病診連携も欠かせないと思っ

ております。 

 そういう中で、本院の財政状況が好転し、

しっかりした体制になった折には、本院で唯

一欠けておりますＩＣＵを将来的には設置し

て、東の医療全般をきちっと補えるような体

制に持っていきたいということでは院内協議

を進めておるところでございます。ですけれ

ども、財政再建が唯一でございますので、22

年までしっかり財政を健全化しながら、それ

以降に具体的な形に入ってまいりたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）ここでもやはり病院も

財政という形で大きくのしかかってきており

ます。大変だと思いますけれども、ぜひとも

地域の医療の安全安心確保という中でも非常

に大きなポイントを占めておりますので、よ

う連携を図っていって、合併がいつ起こって

も、あした合併するよと言っても大丈夫と言

えるような準備だけはしていただきたいと。

お金も部分もありますけども、そういう準備

はぜひともよろしくお願いします。 

 消防長、消防のほうなんですけども、消火

はいいんですけども、今、医療の部分、救急

の部分のことなんですけども、大きくまたが



－88－ 

ってきた場合には、そういうふうな大きな消

防の改革というのはあるんでしょうかね。救

急車にしても何にしてもそうですけども。そ

の辺のところが、この合併問題についてはど

うでしょう。 

○議長（中上良隆君）消防長。 

○消防長（大西洋二君）将来的な話になろう

かと思いますけども、九度山町云々の件につ

きましては、我々といたしましても、この18

年の３月の高野口町・旧橋本市の合併に伴い

まして、高野口町部分につきましては伊都消

防にお任せするということの中で、それも前

回の議会で市長からの答弁もあったように、

５年の覚書をしてございます。５年までに何

らかの対応をするということでお返事させて

いただいたような形です。ただ、九度山町に

つきましても同じような対応でいくのか、そ

れとも橋本消防を単独で見るのか、その点に

つきましては、今後、検討中ということより

もまだ話も進めておりません。結論が出れば

それなりに前を向いて対応をしていきたいと、

かように思っております。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）10番、平林君。 

○10番（平林崇行君）まだいまだに対応がで

きていないということで、当然だとは若干思

うんですけども、今現在、現状は九度山町か

ら合併をしてくださいという話も来ているん

ですよね。ですから、ここを期に、そういう

ことも踏まえて、医療もしかり、消防のほう

も119番という医療関係も持っていますので、

その辺も含めてそういうテーブルをつくって

いただいて、先ほど言ったように、いつ合併

があってもよし、合併なかっても当然よしと

いう形の中での、私は二者択一じゃないです

けども、どっちが来ても大丈夫というような

取り組みを、別にこれは予算は要らんと思い

ますよ、考えですからね。要らんと思います

ので、ぜひとも密にやっていただきたいと思

います。 

 さて、市長、時間もまだ十分あります。言

うたように、病院もいろんな改革をし、医療、

教育もやっていく中で、財政、お金というも

のが非常に大事になってきておる。これはも

う皆さんわかっておるとおりですけども、そ

の中で私は行政改革というのは本当に急務で

あると思っております。何年か先にしような

んて言うてたら、このまちは私は本当に60億

円のお金なんてあっと言う間に使い切ってし

まうのかなと思ったりしますので、市長、最

後に、まだ５分以上ありますので、じっくり

と市長のこれからの橋本市構想、リーダーシ

ップ橋本市構想と合併につきましてお話しい

ただけますか。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）平林議員の再質問にお

答えをしたいと思います。 

 非常に行財政改革ということ、これは真っ

ただ中でございます。昨年から進めておりま

す。やはり基本は、これはもう行政改革大綱、

そしてまた116項目にわたる集中改革プラン、

これにのっとって、やはりそれが軸で今日進

めておるわけでございます。 

 私は、住んでよかった、住みたくなるまち

ということをいつも多くの会議のときには申

し上げておるわけでございますが、ただ、あ

まり皆さん方に財政のことを徹底して言いま

すと、もう萎縮してしまって、区長方も、「あ

れも言いたい、これも道も直してほしいけど

も、市長があんなことばっかり言うさかい、

もう」というようなこと。これは大事ですよ。

これは、私は基本は緩めるわけにはいきませ

んけれども、伊都の高野町あたりの、先ほど

話が出ていますけども、それは理想な、いい

ところはいいんですよ。しかし、非常に衰微
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されて人口が加速的に減ってしまうおそれが

あるということが、魅力のないまちづくりと

いうことですよ、裏を返すと。これが難しい

んでね。平林議員、橋本市は１年間に何人減

っておるかわかりますか。もう７万人弱と言

うてましたですね、高野口町、橋本市。もう

今は胸を張って７万人と言えないんですよ。

もう8,000を割っとるん違いますか。市報の最

後のところに数字が出てますから見といてお

くれ。これは、もちろん高野町やほかの九度

山町も加速的に減っとるんですね。ほんで、

私は今、合併当時のときの記憶があるのには、

10万人弱ということ、皆さん、記憶がありま

すね。そうなっとるやつが、もう今は９万人

ちょっとですよね。これが昭和30年の昭和の

合併をしてから、今、五十幾年たちましたか。

五十幾年たっとるんですね。これから五十幾

年たったとしますと、恐らく私は、これは努

力次第によりますけども、５万人台。６万人

はなかなか届かんなと、私の係数ではコンピ

ュータに入れてますけども、今の状態からし

ますとそのくらい。ほんで、うちは７万人と

いうことですから、いかにして７万人を維持

していくかということ。これは笑い事やない

ですよ。皆さん、１回きょうは帰ってゆっく

り冷静に判断してほしいと思うんですが、非

常に減り方が、これはなぜかというと、この

社会の増減がきついんです。市長さんよ、私

らはここへおってもコミュニティバスも城山

台に入ってくれへんので、わしらはもう大阪

へ行きますんや。傘の要らないところへ行く

と言われますんよ、傘の要らないところへ。

ほんで、私はぴんと来なかったんですね。そ

したら、橋本市も全部アーケードをして傘を

持たないようにせないかんのかいなというこ

ともあったんですが、マンション50階建ての

47階へ入るんですよと。１階から５階までは

福祉、医療、保健、全部そろっとるんですよ

と。そういうのが広がってきまして、ほんで

私もこれはコミュニティバスも非常に責任を

感じておるので、それに対抗するというと並

大抵やないわけでございますが、本当にこの

厳しい難しい時代に入っておるということで

ございますので、これは議会の皆さんにもご

理解もいただきながら、何とか橋本市は７万

人近い人口、まちづくりをしっかりと携えて

いかなければいけない、そう思っておるとこ

ろでございます。 

 申し上げたように、ある程度魅力のあるま

ちづくりを、費用対効果ももちろんございま

す。今後、慎重にひとつご意見を受けまして、

そして皆さんに喜んでいただけるようなまち

づくり。お金を使わずに喜んでいただくとい

うのがなかなか難しくてね。これをうまく市

民協働ということで、私も大分、市、職員も

奉仕もするけど皆さんもしてよということを

今真っただ中でいろいろと取り組んでおるわ

けでございますので、どうぞ橋本市が光るよ

うにお見守りをいただきますようお願い申し

上げまして答弁とさせていただきます。 

○議長（中上良隆君）これをもって、10番 平

林君の一般質問は終わりました。 

 午後１時まで休憩いたします。 

（午後０時１分 休憩） 

 


